
(57)【要約】
【目的】砲腔の軸方向の途中でも飛翔体に押圧力を与え
ることにより飛翔体の発射速度を高める。
【構成】昇圧部３０が作動体１５で充填された膨張ガス
案内路３１を備え、この膨張ガス案内路３１が砲腔３２
の軸方向に延びるとともにその一方端を気化室に連通さ
せ、他方端を隔膜３４を介して砲腔３２に開口させる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともに可溶体が配された
発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状のプラズ
マ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプラズマ
形成部の発弧室に薄膜を介して連通する気化室を備え、
この気化室内に気化することによってプラズマの圧力を
高める作動体が充填された昇圧部と、飛翔体が装填され
る砲腔を備えた砲身と、前記電極対に電流を供給する電
源とにより構成され、前記昇圧部が作動体で充填された
膨張ガス案内路を備え、この膨張ガス案内路が砲腔の軸
方向に延びるとともに一方端が前記気化室に連通し、膨
張ガス案内路の他方端が開口部を形成し隔膜を介して砲
腔に開口してなることを特徴とする飛翔体の加速装置。
【請求項２】請求項１記載のものにおいて、膨張ガス案
内路の開口部が複数備えられ、この開口部がそれぞれ砲
腔の互いに異なる軸方向位置に開口しなることを特徴と
する飛翔体の加速装置。
【請求項３】請求項１又は２記載のものにおいて、膨張
ガス案内路の開口部が飛翔体の加速方向に傾斜して開口
してなることを特徴とする飛翔体の加速装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明はプラズマの圧力によっ
て飛翔体を加速する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】かかる装置は、飛翔体を毎秒数キロメー
トルという高速で発射させ、例えば材料に衝突させて新
材料を生成させることなどに利用される。図４は従来の
飛翔体の加速装置の構成例を示す断面図であり、プラズ
マ形成部１, 昇圧部２および砲身３よりなる。プラズマ
形成部１はプラズマを発生させるとともにそのプラズマ
を成長させる部分である。鉄製の接地容器４内に磁器円
筒５が配されるとともに、鉄製の高圧電極６の一方端が
磁器円筒５の中空部縁端部に嵌挿されている。高圧電極
６の他方端は絶縁リング７および絶縁筒８を介して中空
の金属ボルト９に固着され、接地容器４のねじ部４Ａに
ねじ込まれ支持されている。磁器円筒５の中空部は発弧
室１０となっており、高圧電極６と接地容器４とに両端
が導電接続されたヒューズワイヤ１１が張られるととも
に、球状のポリエチレン材よりなるプラズマ形成体１２
が充填されている。
【０００３】また、図４の昇圧部２はプラズマ形成部１
で生じたプラズマの圧力を高める部分である。昇圧部２
は接地容器４をボルトで固定させている鉄製の固定容器
１３よりなり、内部の中空部に気化室１４を備えてい
る。この気化室１４内にはセルロース製の保水剤に水を
浸み込ませゲル状に形成された作動体１５が充填されて
いる。気化室１４の両端には作動体１５を封じ込めるた
めのアルミニウム製の薄い金属膜１６Ａ, １６Ｂが張ら

れている。
【０００４】さらに、図４の砲身３は気化室１４内のプ
ラズマ圧力を受けて飛翔体１７を加速させる部分であ
る。砲身３は鉄製の中空円筒よりなり、その中空部であ
る砲腔１８の一方端に例えば鉄製の飛翔体１７が装填さ
れている。砲身３において矢印２１方向が飛翔体１７の
加速される方向であり、昇圧部２とはねじ部１８Ａを介
して固定されている。
【０００５】高圧電極６と接地容器４とは電極対を構成
しており、投入スイッチ１９を介して電源２０に接続さ
れている。投入スイッチ１９が閉成されると、ヒューズ
ワイヤ１１が電流によって溶け発弧室１０内にアークプ
ラズマが発生する。このアークプラズマの熱によってプ
ラズマ形成体１２が分解し、プラズマが増大する。この
プラズマはその圧力によって金属膜１６Ａを破り、気化
室１４に突入する。その結果、作動体１５がプラズマの
高熱によって瞬時にガス化膨張する。この膨張圧力によ
って金属膜１６Ｂが破れ、飛翔体１７が押圧され砲腔１
８内で加速されながら矢印２１方向に進む。
【０００６】プラズマ形成体１２としては、分解してプ
ラズマを容易に形成しやすいポリエチレン材など低分子
構造のものが用いられる。また、その形状としては、直
径が１００μｍ程度の粒塊状または棒状のものが用いら
れる。飛翔体の加速装置として他に火薬の爆発によって
飛翔体を押圧させるものがよく知られている。しかし、
火薬による爆発力は瞬時に高圧力を発生させることはで
きるが、その爆発反応が終わると飛翔体を加速する力が
低下する。そのために火薬爆発による方法では得られる
発射速度に限界があった。図３の装置のようにプラズマ
圧力によって飛翔体を加速する方法は、現在はまだ開発
期にあるが、装置の構成、プラズマ形成体や作動体など
の種類によってはプラズマの膨張圧力をより長時間保つ
ことができ、飛翔体を火薬爆発による方法より高速に加
速させる可能性を有している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し
たような従来の装置は飛翔体が砲腔内を進むにしたがっ
て昇圧部の圧力低下が起き、飛翔体の押圧力が小さくな
るという問題点があった。すなわち、飛翔体が砲腔内を
軸方向に進むにつれて、飛翔体の反加速側空間の体積が
増す。それにより、気化室の圧力が次第に低下し飛翔体
の押圧力も小さくなる。砲腔は飛翔体の指向性を確保す
るために所定の長さを必要とする。砲腔の軸方向長が大
きくなるにつれて、飛翔体の砲腔出口での発射速度が小
さくなる。
【０００８】この発明の目的は、砲腔の軸方向の途中で
も飛翔体に押圧力を与えることにより、飛翔体の発射速
度を大きくすることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
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に、この発明によれば、プラズマの圧力によって飛翔体
を加速する装置であって、内部に電極対とともに可溶体
が配された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒
状のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、こ
のプラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する気化
室を備え、この気化室内に気化することによってプラズ
マの圧力を高める作動体が充填された昇圧部と、飛翔体
が装填される砲腔を備えた砲身と、前記電極対に電流を
供給する電源とにより構成され、前記昇圧部が作動体で
充填された膨張ガス案内路を備え、この膨張ガス案内路
が砲腔の軸方向に延びるとともに一方端が前記気化室に
連通し、膨張ガス案内路の他方端が開口部を形成し隔膜
を介して砲腔に開口してなるものとし、かかる構成にお
いて、膨張ガス案内路の開口部が複数備えられ、この開
口部がそれぞれ砲腔の互いに異なる軸方向位置に開口し
なるものとする。
【００１０】また、上記構成において、膨張ガス案内路
の開口部が飛翔体の加速方向に傾斜して開口してなるも
のとする。
【００１１】
【作用】この発明の構成によれば、昇圧部が作動体の充
填された膨張ガス案内路を備える。この膨張ガス案内路
が砲腔の軸方向に延び、この一方端は気化室に連通す
る。さらに、膨張ガス案内路の他方端に開口部を設け、
この開口部が隔膜を介して砲腔に開口する。この構成に
よって、飛翔体が開口部を通過した直後に隔膜が作動体
の膨張ガス圧力によって破れるようにして置けば、飛翔
体が砲腔の軸方向の途中でも押圧力を受けるようにな
る。
【００１２】また、膨張ガス案内路の開口部が複数備え
られる。この開口部のそれぞれを砲腔の互いに異なる軸
方向位置に開口させる。この構成により、飛翔体が砲腔
の軸方向の途中で複数回、押圧力を受けるようになる。
さらに、膨張ガス案内路の開口部を飛翔体の加速方向に
傾斜して開口させる。この構成により、開口部から噴出
する膨張ガスが飛翔体を加速方向に押圧する。
【００１３】
【実施例】以下この発明を実施例に基づいて説明する。
図１はこの発明の実施例にかかる飛翔体の加速装置の構
成例を示す断面図である。昇圧部３０が作動体１５の充
填された膨張ガス案内路３１を備え、砲身３６の砲腔３
２の矢印２１方向に延びている。膨張ガス案内路３１の
一方端 (図１では下端) は気化室３３に連通し、他方端
 (図１では上端) は隔膜３４の取り付けられた開口部３
５が矢印２１方向に対して４５度の角度で砲腔３２に開
口している。固定容器３７は上部に砲腔３２の一部を形
成しており、飛翔体１７を金属膜１６Ｃを介し気化室３
３に接するようにして砲腔３２内に装填させている。図
２は図１のＸ－Ｘ断面図であり、膨張ガス案内路３１は
気化室３３の外周に同軸状に形成されている。図１のそ

の他の構成は図４の従来のそれと同じであり、同じもの
は同一参照符号を付することによって詳細な説明を反復
することは省略する。
【００１４】図１において、固定容器３７の気化室３３
および膨張ガス案内路３１に作動体１５を充填させ、金
属膜１６Ｃおよび隔膜３４を配する。その後に、砲身３
６を上部から固定容器３７に嵌挿し、ねじ締めする。作
動体１５がガス化して飛翔体１７を発射させる。飛翔体
１７が開口部３５を通過した直後に隔膜３４が破れるよ
うに隔膜３４自体の強度を予め調整しておく。それによ
って飛翔体１７が膨張ガス案内路３１からの押圧力を砲
腔３２の途中で受けるようになり、飛翔体１７の速度が
増す。しかも、膨張ガス案内路３１の開口部３５は飛翔
体１７の加速方向に４５度傾いているので、そのガス噴
出力により飛翔体１７はその加速方向に有効に押圧され
る。また、開口部３５が傾いているので、飛翔体１７が
その開口部３５でその角部に当接してもスムーズに通過
し、飛翔体１７を減速させることがない。
【００１５】図３はこの発明の異なる実施例にかかる飛
翔体の加速装置の構成を示す断面図である。昇圧部４４
が矢印２１に対して４５度傾いた２つの開口部３９、４
０を持った膨張ガス案内路３８を備えている。また、こ
の開口部３９、４０は矢印２１方向に互いの位置に変え
て砲腔３２に開口している。各開口部には隔膜４１、４
２が配されている。固定容器４３は上部に砲腔３２の一
部を形成しており、飛翔体１７を金属膜１６Ｃを介し気
化室３３に接するようにして砲腔３２内に装填させてい
る。その他の構成は図１のそれと同じであり、また、Ｙ
－Ｙ断面図およびＺ－Ｚ断面図も図２と同様である。
【００１６】図３において、固定容器４３の気化室３３
および膨張ガス案内路３８に作動体１５を充填させ、金
属膜１６Ｃおよび隔膜４１、４２を配する。その後に、
砲身３６を上部から固定容器４３に嵌挿し、ねじ締めす
る。作動体１５がガス化して飛翔体１７を発射させる。
飛翔体１７が開口部４０、３９をそれぞれ通過した直後
に隔膜４２、４１が破れるように、隔膜自体の強度を予
め調整しておく。それによって、飛翔体１７が膨張ガス
案内路３８からの押圧力を砲腔３２の途中で２度に渡っ
て受けるようになり、飛翔体の速度が増す。
【００１７】なお、図３のような膨張ガス案内路が２個
以上、たとえば、ｎ個の開口部を備え、砲腔の互いに異
なる軸方向位置に開口させておけば、飛翔体１７はｎ回
に渡って押圧力を受けることになり、飛翔体の速度をさ
らに増すこともできる。
【００１８】
【発明の効果】この発明は前述のように、昇圧部が作動
体の充填された膨張ガス案内路を備える。この膨張ガス
案内路が砲腔の軸方向に延び、その一方端は気化室に連
通する。さらに、膨張ガス案内路の他方端に開口部を設
け、この開口部が隔膜を介して砲腔に開口する。この構

(3)                       特開平５－２８０８９４
3 4

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



成によって、飛翔体が砲腔の軸方向の途中でも押圧力を
受けるようになり、飛翔体の発射速度が大きくなる。
【００１９】また、膨張ガス案内路の開口部が複数備え
られる。この開口部のそれぞれを砲腔の互いに異なる軸
方向位置に開口させる。この構成により、飛翔体が砲腔
の軸方向の途中で複数回も押圧力を受けるようになり、
飛翔体の発射速度がさらに大きくなる。さらに、膨張ガ
ス案内路の開口部を飛翔体の加速方向に傾斜して開口さ
せる。この構成により、開口部から噴出する膨張ガスが
飛翔体を加速方向に押圧する。開口部が傾いているので
飛翔体がそこをスムーズに通過し、開口部の角部に当接
して減速させられることがなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例にかかる飛翔体の加速装置の
構成を示す断面図
【図２】図１のＸ－Ｘ断面図
【図３】この発明の異なる実施例にかかる飛翔体の加速
装置の構成を示す断面図
【図４】従来の飛翔体の加速装置の構成例を示す断面図
【符号の説明】
１    プラズマ形成部
３０    昇圧部
４４    昇圧部
３６    砲身
４    接地容器

５    磁器円筒
６    高圧電極
７    絶縁リング
８    絶縁筒
９    金属ボルト
１０    発弧室
１１    ヒューズワイヤ
１２    プラズマ形成体
３１    膨張ガス案内路
３８    膨張ガス案内路
３９    開口部
４０    開口部
４１    隔膜
４２    隔膜
３７    固定容器
４３    固定容器
３３    気化室
１５    作動体
１６Ａ  金属膜
１６Ｃ  金属膜
１７    飛翔体
３２    砲腔
１９    投入スイッチ
２０    電源
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【図１】
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【図３】
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【図４】
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